
議第１２１号 呉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨及び内容 

 令和元年５月３１日に公布された特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第８号。以下

「当該内閣府令」といいます。）の誤りについて，令和元年８月３０日に官報正

誤による訂正手続が行われたことに伴い，当該訂正に基づく所要の規定の整備を

するものです。 

 

【参考】呉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年呉市条例第３２号）に影響する当該内閣府令の正誤 

条項 誤 正 

第１４条 

第１項 

（略）施設型給付費（法第２７条

第１項の施設型給付費をいう。以

下この項，第１９条及び第３６条

第３項において同じ。） 

（略）施設型給付費（法第２７条

第１項の施設型給付費をいう。以

下同じ。） 

第３５条 

第３項 

（略）同条第４項第３号ロ (1)中

「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を

除く。）」と，同号ロ (2)中「除

く」とあるのは「除き，特別利用

保育を受ける者を含む」とする。 

（略）同条第４項第３号ロ (1)中

「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を

除く。）」と，同号ロ (2)中「教

育・保育給付認定子ども」とある

のは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用保育を受ける者を含

む。）」とする。 

第３６条 

第３項 

同条第４項第３号ロ(1)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特

別利用教育を受ける者を含む。）」

と，同号ロ(2)中「を除く」とある

のは「及び特別利用教育を受ける

者を除く」とする。 

同条第４項第３号ロ(1)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特

別利用教育を受ける者を含む。）」

と，同号ロ(2)中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教

育を受ける者を除く。）」とする。 

第５０条 （略）第１１条中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（満３歳

未満保育認定子どもに限り，特定

満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この款において同じ。）」と

（略） 

（略）第１１条中「教育・保育給

付認定子どもについて」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども

（満３歳未満保育認定子どもに限

り，特定満３歳以上保育認定子ど

もを除く。以下この款において同

じ。）について」と（略） 



第５０条 （略）同条第１項中「施設型給付

費（法第２７条第１項の施設型給

付費をいう。以下この項，第１９

条及び第３６条第３項」とあるの

は「地域型保育給付費（法第２９

条第１項の地域型保育給付費をい

う。以下この項及び第１９条」と

（略） 

（略）同条第１項中「施設型給付

費（法第２７条第１項の施設型給

付費をいう。以下」とあるのは

「地域型保育給付費（法第２９条

第１項の地域型保育給付費をい

う。以下この項及び第１９条にお

いて」と（略） 

第５１条

第３項 

（略）この節（第４０条第２項を

除き，第５０条において準用する

第８条から第１４条まで（第１０

条及び第１３条を除く。次条第３

項において同じ。），第１７条か

ら第１９条まで及び第２３条から

第３３条までを含む。）の規定を

適用する。（略） 

（略）この節（第４０条第２項を

除き，前条において準用する第８

条から第１４条まで（第１０条及

び第１３条を除く。），第１７条

から第１９条まで及び第２３条か

ら第３３条までを含む。次条第３

項において同じ。）の規定を適用

する。（略） 

第５２条

第３項 

（略）教育・保育給付認定子ども

（特定満３歳未満保育認定子ども

に限る。）（略） 

（略）教育・保育給付認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子ども

に限る。）（略） 

第５２条

第３項 

（略）満３歳以上保育認定子ども

に係る（略） 

（略）満３歳以上保育認定子ども

（令第４条第１項第２号に規定す

る満３歳以上保育認定子どもをい

う。）に係る（略） 

 

２ 施行期日 

  公布の日 


